
◆低炭素建築物の認定を受けるには、建築工事の着手前に認定申請を行う必要があります。 

◆認定申請書等は建築審査課へ持参して下さい。なお、認定申請の受付時には手数料が必要となります。 

◆認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際には、速やかに「建築工事が完了した旨の報告書」を建築 

審査課まで提出して下さい。 

 

 

１  低炭素建築物の概要 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成２４年１２月４日に施行され、「低炭素建築物」を認定す

る制度が創設されました。 

対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調

和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。建築主の方は国土交通省令で定めるところにより

低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができること

となりました。 

認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。 

（※ 基準その他の詳細については、国土交通省や関係機関のホームページをご覧下さい。） 

 ２  認定手続き 

 

 

 ② 適合証 

北九州市長（建築審査課） 

⇒ 認定申請の受付、審査、 

認定の通知、等 

審査機関（登録住宅性能評価機関等） 

⇒ 低炭素建築物新築等計画に係る 

技術的審査 

① 技術的審 

  査依頼書 

③ 認定申請書 

＋添付図書＋適合証＋手数料 

④ 認定通知書  

 

※ 審査機関による技術的審査の手続の詳細は「一般社団法人住宅 

性能評価・表示協会」または審査機関で確認して下さい。  

市への認定申請前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関等により、都市の低炭素化の促進に関する

法律に定める認定基準に適合しているかどうかの技術的審査（事前審査）を受けて、当該機関が発

行した「適合証」を添付し、市へ認定申請をする「事前審査型」です。 

標準的な認定申請手続きは、 

申請者 

⇒ 認定申請書、添付図書等の提出 
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北九州市都市戦略局指導部建築審査課（市役所１３階）  TEL：０９３-５８２-２５３５ 

北九州市ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/）で「低炭素建築物の認定」で検索 

※ 認定申請様式はホームページからダウンロードできます。 
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